
「第２期西条市総合計画後期基本計画」「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」「新市建設計画」の策定・変更について 

 

 

１ 策定の趣旨 

（１） 総合計画                  ：基本構想の計画期間（H27～H36(R6)）の中間年となる平成 31年度（令和元年度）に基本計画を見直すこととしており、前期基本計画（H27～ 

H31（R1））の進捗状況等を踏まえ、後期基本計画（R2～R6）を策定する。 

 

（２） まち・ひと・しごと創生総合戦略：人口減少克服・地方創生は引き続き重要課題であるため、第２期総合戦略を策定する。また、総合計画との目標の一体的運用を図り、目標の 

統一と重複管理による非効率の解消を図るため、総合計画基本計画と一体的に策定することを検討する。 

 

（３） 新市建設計画              ：平成 30年 4月に「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が制定された。本市において 

は   合併特例債の発行可能期間が 5年間延長となったことに伴い、特例債活用の前提となる新市建設計画の計画期間を再延長（H17～R6）する。 

 

 

２ 計画期間 

 

 

H27 H28 H29 H30 H31(R1) R2 R3 R4 R5 R6

基本構想（10年）

基本計画（5年）

平成17年度～平成31年度(令和元年度)（15か年）
5か年延長

平成17年度～令和6年度（20か年）
5か年延長

まち・ひと・しごと創生総合戦略
まち・ひと・しごと創生総合戦略

平成27年度～平成31年度(令和元年度)（5か年）
第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略
令和2年度～令和6年度（5か年）

新市建設計画

総合計画

基本構想　平成27年度～令和6年度

前期基本計画（5か年）
平成27年度～平成31年度(令和元年度)

後期基本計画（5か年）
令和2年度～令和6年度

実施計画（3年）

平成29年度～平成31年度(令和元年度)

ローリング方式で
毎年度見直し

平成30年度～令和2年度

平成31年度(令和元年度)～令和3年度

年度
計画

【後期基本計画（R2～R6）の策定】 

【第 2期総合戦略（R2～R6）の策定】 

【計画期間の変更（5か年延長）】 

資料１ 


